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ニ
ュ
ー
ス

お
　
　
礼

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

犬
の
し
つ
け
方
教
室
の

ご
案
内

　

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
の
災
害
発

生
時
、
ペ
ッ
ト
と
と
も
に
「
同
行

避
難
」
す
る
た
め
に
、
平
時
か
ら

の
し
つ
け
や
、
健
康
状
態
へ
の
注

意
の
重
要
性
に
つ
い
て
学
ぶ
と
と

も
に
動
物
の
適
正
飼
養
管
理
に
つ

い
て
理
解
を
深
め
、
人
と
動
物
の

よ
り
よ
い
社
会
づ
く
り
を
推
進
す

る
た
め
、
犬
の
し
つ
け
方
教
室
を

開
催
し
ま
す
。

▼
日
時

　

１
月
20
日
（
日
）
13
時
～
16
時

▼
内
容

　

「
犬
を
飼
う
時
に
考
え
て
ほ
し

い
こ
と
」　　

高
知
県
獣
医
師
会　

　

「
犬
の
飼
い
方
～
愛
犬
と
幸
せ

に
暮
ら
す
た
め
に
～
」

　
　
　
　

日
本
愛
玩
動
物
協
会

高
知
県
支
所　
　
　

▼
場
所

　

高
知
ペ
ッ
ト
ビ
ジ
ネ
ス
専
門
学

校
（
須
崎
市
赤
崎
町
46
）

▼
対
象
人
数
等

・
犬
の
飼
い
主
さ
ん
、
飼
う
予
定

の
方 

20
名

・
飼
い
主
さ
ん
と
飼
い
犬

　
　
　
　

５
組
（
先
着
順
）

※
狂
犬
病
予
防
注
射
、
ワ
ク
チ
ン

接
種
済
及
び
最
低
限
の
社
会
化

さ
れ
た
犬
に
限
る

■
問
い
合
わ
せ

　

須
崎
福
祉
保
健
所

　

（
食
品
保
健
担
当
）

☎
０
８
８
９-

４
２-

１
９
９
９

お
知
ら
せ

国
民
年
金
だ
よ
り

▼
～
新
成
人
の
皆
さ
ん
へ
～

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

　

国
民
年
金
は
、
年
を
と
っ
た
と

き
、
病
気
や
事
故
で
障
害
が
残
っ

た
と
き
、
家
族
の
働
き
手
が
亡
く

な
っ
た
と
き
に
、
働
い
て
い
る
世

代
み
ん
な
で
支
え
よ
う
と
い
う
考

え
で
作
ら
れ
た
仕
組
み
で
す
。

　

国
民
年
金
は
、
20
歳
以
上
60
歳

未
満
の
方
は
加
入
す
る
こ
と
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

20
歳
に
な
っ
た
ら
、
忘
れ
ず
に

国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
を
し
ま

し
ょ
う
！

□
国
民
年
金
の
ポ
イ
ン
ト

◎
将
来
の
大
き
な
支
え
に
な
り
ま

す
。

　

国
民
年
金
は
20
歳
か
ら
60
歳
ま

で
の
方
が
加
入
し
、
保
険
料
を
納

め
る
制
度
で
す
。

　

年
金
の
給
付
は
生
涯
に
わ
た
っ

て
保
障
さ
れ
ま
す
。

◎
老
後
の
た
め
だ
け
の
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

国
民
年
金
は
、
年
を
と
っ
た
と

き
の
老
齢
年
金
の
ほ
か
、
障
害
年

金
や
遺
族
年
金
も
あ
り
ま
す
。

　

障
害
年
金
は
、
病
気
や
事
故
で

障
害
が
残
っ
た
と
き
に
受
け
取
れ

ま
す
。

　

ま
た
、
遺
族
年
金
は
加
入
者
が

死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
加
入
者
に

よ
り
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
た
遺

族
（
「
子
の
あ
る
配
偶
者
」
や
「
子
」
）

が
受
け
取
れ
ま
す
。

□
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
と

「
納
付
猶
予
制
度
」

★
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

　

学
生
の
方
は
一
般
的
に
所
得
が

少
な
い
た
め
、
ご
本
人
の
所
得
が

一
定
以
下
の
場
合
、
国
民
年
金
保

険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度

で
す
。

　

対
象
と
な
る
学
生
は
、
学
校
教

育
法
に
規
定
す
る
大
学
、
大
学
院
、

短
期
大
学
、
高
等
学
校
、
高
等
専

門
学
校
、
専
修
学
校
及
び
各
種
学

校
（
修
業
年
限
１
年
以
上
で
あ
る

過
程
）
、
一
部
の
海
外
大
学
の
日

本
分
校
に
在
学
す
る
方
で
す
。

★
「
納
付
猶
予
制
度
」

　

学
生
で
な
い
50
歳
未
満
の
方
で
、

ご
本
人
及
び
配
偶
者
の
所
得
が
一

定
額
以
下
の
場
合
に
国
民
年
金
保

険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度

で
す
。

※
平
成
28
年
6
月
以
前
の
期
間
は
、

30
歳
未
満
で
あ
っ
た
期
間
が
対

象
と
な
り
ま
す
。

　

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
放
置
す

る
と
、
年
金
の
給
付
を
受
け
取
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
の
ご
相
談
・
お
手
続

き
等
に
つ
い
て
は
町
の
国
民
年
金

窓
口
又
は
年
金
事
務
所
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

高
知
西
年
金
事
務
所

☎
８
７
５-

１
７
１
７

お
知
ら
せ

相
続
登
記
無
料
相
談
会
の
お

知
ら
せ

　

高
知
県
司
法
書
士
会
で
は
、
２

月
を
「
相
続
登
記
は
お
済
み
で
す

か
」
月
間
と
定
め
、
相
続
登
記
の

他
、
遺
産
分
割
、
遺
言
、
法
定
相

続
情
報
証
明
制
度
等
、
相
続
に
関

す
る
様
々
な
ご
相
談
に
司
法
書
士

が
お
答
え
す
る
無
料
相
談
会
を
開

催
し
ま
す
。

　

い
の
町
近
隣
の
会
場
は
左
記
の

と
お
り
で
す
。
予
約
不
要
で
す
の

で
、
是
非
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

▼
日
時

　

２
月
２
日
（
土
）

　

10
時
～
15
時

▼
場
所

・
フ
ジ
グ
ラ
ン
高
知
（
高
知
市
朝

倉
東
町
52
番
15
号
）

・
イ
オ
ン
高
知
旭
町
店
（
高
知
市

旭
町
３
丁
目
94
番
地
）

・
高
知
県
司
法
書
士
会
館
（
高
知

市
越
前
町
２
丁
目
６
番
25
号
）

・
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野

　

（
い
の
町
１
４
０
０
）

■
問
い
合
わ
せ

　

高
知
県
司
法
書
士
会
総
合
相
談

セ
ン
タ
ー

☎
０
８
８-

８
２
５-

３
１
４
３


